
神戸(表六甲河川)地域総合治水推進協議会

総合治水条例について

1. 総合治水が必要となった背景

2. 総合治水対策とは

3. 総合治水条例の概要
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1. 総合治水が必要となった背景（集中豪雨の多発）

1.6倍

３０年前と比較すると、猛烈な雨（80mm/h以上)が降る

回数は１．６倍に上昇（年間10.7回→17.0回）

地球温暖化に伴う気候変化等に起因して、集中豪雨が
多発している

*50mm/h以上では1.3倍

出典：気象庁ＨＰ
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1. 総合治水が必要となった背景（近年の甚大な浸水被害）

度重なる大雨がもたらす甚大な浸水被害

平成16年

台風第23号

県内４７箇所で観測史上最大の雨量(県下152箇所の観測所中）

平成21年

台風第９号

平成23年

台風第12号

平成23年

台風第15号

住宅床上・床下浸水 約6,800棟

住宅床上・床下浸水 約300棟
県内22箇所で観測史上最大の雨量

死者行方不明者22名
住宅全半壊約1,100棟 床上・床下浸水 約1,800棟

死者行方不明者26名

住宅全半壊約7,900棟 床上・床下浸水 約10,800棟

豊岡市

佐用町

高砂市

南あわじ市

近年の台風災害による県内の主な被害
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1. 総合治水が必要となった背景（近年の集中豪雨）

○○地区などで1時間最大雨量100ミリが発生
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出典：特定都市河川浸水被害対策法のパンフレット（国土交通省HP）

•市街化が進む前、雨は地下に浸透して直接川に流れ込むのが抑制されていた。
•しかし、近年、市街化で街はコンクリートに覆われ地下に浸透する量が減り、川に
直接流れ込む量が増え、洪水被害も増えた。

街が開発される前、多量の雨が
地下に浸透していた。

街が開発された後、地下に浸透する雨の量
が減り、川に流れこむ量が増えた。

1. 総合治水が必要となった背景（市街化の進展）
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•鶴見川（神奈川県）は昭和33年は市街化率10％であったが、平成9年には84％まで市街化
が進んだ。

•昭和33年と現在（市街化率80％と仮定して）の市街化率の違いによる洪水量を試算した。
•市街化率が10％から80％まで増えると流量は2倍程度増加し、洪水の到達は２時間程度短
くなった。

出典：京浜河川事務所
ホームページ

■ 鶴見川（東京都・神奈川県）で市街化による洪水量の違いを試算した結果

1. 総合治水が必要となった背景（他地域の事例）
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水は命の源として、私たちの生活を支えている。

一方で、水は時として氾濫し、私たちの生活に大きな影響を与えている。

これまでの治水 → 雨水を河川等に集めて、早く安全に流すことを基本（ながす）

河川における対策
ダム、堤防等の設置、河道の拡幅等の整備を進める。

下水道における対策
雨水を排水するための管渠等の整備を進める。

河川の上流の周辺では開発が進行して雨水が流出しやすくなった。
河川の下流の周辺では高度な都市化が進行して大きな被害が生じやすくなった。
さらに、近年、局地的に集中する大雨が多発することで、従来よりも浸水による被害が拡大している。

これまでの治水対策に加え、流域全体で雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させ
る対策（ためる）及び浸水が発生した場合における被害の軽減を図る対策（そなえ

る）を効果的に組み合わせて実施する総合治水の必要性が高まっている。

しかし、

1. 総合治水が必要となった背景
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2. 総合治水とは（基本的な考え方）

河川・下水道の整備を基本とした 『これまでの治水』

河道拡幅・雨水管整備等を行う「河川下水道対策」

雨水を一時的に貯留・地下に浸透させる「流域対策」

浸水した場合の被害を軽減する「減災対策」

＋

＋
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これまでの治水は、「降った雨を河川や下水道に集めて早く安全に流す」ことを

基本とし、川幅を拡げたり、雨水管を設置するなどの河川下水対策（なが
す）を進めてきました。

一方、開発や都市化の進展、多発する集中豪雨などにより、従来よりも一気に
雨水の流出が増え、浸水による被害が拡大しています。

そこで、これまでの河川下水道対策（ながす）に加え、雨水を一時的に貯留・地

下に浸透させる流域対策（ためる）や、浸水してもその被害を軽減させる減

災対策（そなえる）を組み合わせた総合治水に取り組むことが重要と

なっています。

9

ながす 河川下水道対策

ためる 流域対策

そなえる 減災対策効果的に
組み合わせる

総合治水

2. 総合治水とは



3. 総合治水条例の概要（条例の策定）
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兵庫県では、2012（平成24）年4月、

県民・県・市町が協働して総合治水に

取り組むための「よりどころ」となる

総合治水条例を策定しました。



①総合治水の基本理念を明らかにする。

②総合治水に関するあらゆる施策を定める。

③県・市町・県民が協働して総合治水を推進する。

目的

特徴

①総合治水の推進に関するあらゆる施策を示した上で、県・市町・

県民の責務を明確化

②総合治水に関する施策の計画的な推進を図るため、県土を１１

の地域に分け、各地域で「地域総合治水推進計画」を策定する

枠組みを規定

③雨水の流出量が増加する一定規模以上の開発行為を行う開発

者等に対し「重要調整池」の設置等を義務化

3. 総合治水条例の概要（目的・特徴）
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12

総合治水の推進に関するあらゆる施策を示した上で、

県・市町・県民の責務を明確化

①

県・市町・・・施策の策定・実施

県民・・・雨水流出抑制、災害への備え、施策への協力等

3. 総合治水条例の概要（特徴①）
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総合治水に関する施策の計画的な推進を図るため、県

土を１１の地域に分け、各地域で「地域総合治水推進計

画」を策定する枠組みを規定。

②

県民

県土を１１の計画地域に分割

行政等

学識者

総合治水推進協議会

★河川流域を基本として ★計画地域ごとに設置

・基本的な目標、

・各対策の実施内容等

・・・

地域総合治水

推進計画

 策定時は「総合治水推進協議会」において広く県民の意見を聴く。

3. 総合治水条例の概要（特徴②）
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・基本的な目標、

・各対策の実施内容等

雨水の流出量が増加する一定規模以上の開発行為を

行う開発者等に対し「重要調整池」の設置等を義務化

③

注）重要調整池～罰則規定の施行はH25.4

開発行為

★雨水流出量が増加するような

「調整池」の設置・保全

★雨水を一時的に貯めるための

一定規模以上

の開発行為

「重要調整池」として

設置等が義務化

違反時の罰則
あり

3. 総合治水条例の概要（特徴③）
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■ 河川の整備及び維持

河道拡幅
堤防設置
河床掘削
河川内樹木、

土砂等の撤去
堤防補強 等

■ 河川管理者との連携

県と市町が連携して河川の整備及び維持

■ 下水道の整備および維持

管渠、ポンプ施設等の整備
及び維持

■ 下水道管理者との連携

県と市町が連携して管渠、ポンプ施設、雨水を貯留するための設備の整備及び維持

開削工法

3. 総合治水条例の概要（河川下水道対策の取り組み事例）

河床掘削河道拡幅
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■ 校庭浸透・貯留

■ 公園浸透・貯留

■ 雨水浸透・貯留

（各戸）

（各種施設の駐車場等）

出典：雨水貯留浸透技術協会パンフレット

3. 総合治水条例の概要（流域対策の取り組み事例）

■ ため池貯留
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■ 浸水が想定される区域の指定
■ 県民の情報の把握

出典：兵庫県 CGハザードマップ

■ 浸水被害の軽減に関する学習
■ 浸水被害の軽減のための体制整備

自治会による
手作りハザードマップ作成の様子

■ 訓練の実施

3. 総合治水条例の概要（減災対策の取り組み事例）

■ 建物等の耐水機能

電気設備等の高所設置 地下街等の浸水対策



県は、総合治水に関する施策の計画的な推進を図るため、計画地域ごと
に総合治水推進計画を策定します。
各推進計画を策定するときは、計画地域ごとに設置する総合治水推進協
議会の意見を聴きます。
総合治水推進協議会は、知事が指名する者で構成します。

地域総合治水推進計画
総合治水条例抜粋（第6条・第7条）

① 総合治水の基本的な目標

② 総合治水の推進に関する基本的な方針

③ 河川下水道対策に関する事項（ダム、堤防、管渠等の整備等）

④ 流域対策に関する事項（調整池、雨水貯留浸透施設等）

⑤ 減災対策に関する事項（建物等の耐水機能等）

⑥ 環境の保全と創造への配慮に関する事項

⑦ その他総合治水を推進にするにあたって必要な事項

～計画に定める事項～
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3. 総合治水条例の概要（計画に定める事項）


